
座間市公告 

 

都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）第１５条第１項の規定に基づき、小田急相模原駅前

西地区市街地再開発組合の設立認可を申請しようとする者から市街地再開発事業の施行地区とな

るべき区域の公告について申請があったので、同条第２項において準用する同法第７条の３第２

項の規定により、次のとおり公告し、当該区域を表示する図面を公衆の縦覧に供する。 

なお、施行地区となるべき区域内の宅地について、未登記の借地権を有するものは、同法第１

５条第２項において準用する同法第７条の３第３項の規定に基づき、この公告の日から起算して

３０日以内に座間市長に対し、その借地の所有者（借地権を有するものから更に借地権の設定を

受けた場合にあっては、その設定者及びその借地の所有者）と連署し、又は借地権を証する書面

を添えて、書面をもってその借地権の種類及び内容を申告しなければならない。 

 

平成２６年７月１５日 

 

座間市長 遠 藤 三紀夫 

 

１ 施行地区となるべき区域に含まれる地域の名称 

座間市相模が丘一丁目１４９番１から３まで、１５０番１、１５１番１、１５４番１から４

まで、１６２番１の一部、１６３番１、１６４番１から７まで、１６５番、１６６番１、１６

７番１、１６７番３、１６８番１から３まで、１６８番８、１６８番１１、１６９番１から４

まで及び公有地の一部 

２ 図面の縦覧場所及び縦覧期間 

座間市都市部都市計画課 

平成２６年７月１５日から同月２９日まで。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関す

る法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。 


